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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植毛部と首部とハンドル部とを有する歯ブラシであって、
　前記ハンドル部は、合成樹脂材料製のハンドル基台と、前記ハンドル基台の表面上に略
段差なく滑らかに連なるエラストマー部とで構成されるとともに、
　前記ハンドル部の首部側に位置する先端側腹部と先端側背部の左右には、傾斜面である
先端側腹側面と先端側背側面が設けられ、
　前記ハンドル部の首部側とは反対側の基端側に位置する基端側腹部および基端側背部の
左右には、傾斜面である基端側腹側面と基端側背側面が設けられ、
　前記エラストマー部が、前記先端側腹部、前記先端側腹側面、前記先端側背側面、前記
基端側腹部、前記基端側背部、前記基端側腹側面、前記基端側背側面、および前記先端側
腹部と前記基端側腹部とを連通する連通部に設けられ、
　前記エラストマー部が設けられた前記先端側腹部および前記ハンドル基台の前記先端側
背部に凸部が形成され、
　前記エラストマー部が設けられた前記先端側腹側面、前記先端側背側面、前記基端側腹
側面および前記基端側背側面は、前記ハンドル部の長手方向に延びる複数の凹条が形成さ
れることを特徴とする歯ブラシ。
【請求項２】
　前記エラストマー部の厚さが０．８～１．５ｍｍである請求項１に記載の歯ブラシ。
【請求項３】



(2) JP 5736734 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

　前記ハンドル部は、径方向の断面が略六角形状に形成されることを特徴とする請求項１
または２に記載の歯ブラシ。
【請求項４】
　前記合成樹脂材料が透明であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の歯ブ
ラシ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯ブラシに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、歯ブラシのハンドル部は熱可塑性樹脂から構成されているが、熱可塑性樹脂の場
合、握ったときに滑り易いという問題がある。このため、ハンドル部に合成ゴムや熱可塑
性エラストマーからなる滑止部を設けて、握ったときの滑りを防止して操作性を向上させ
た歯ブラシが種々提案され実用化されている。例えば、ハンドル部の首部側の先端近傍部
に表側滑止部および裏側滑止部を設け、首部とは反対側の基端近傍部にハンドル部の全外
周にわたって連なる環状滑止部を設けた歯ブラシが提案されている（例えば、特許文献１
など）。また、首部と握り部との境界付近と尾端側にハンドル部の全外周にわたって連な
る熱可塑性エラストマー材料の被覆部をハンドルに沿って備えた歯ブラシが提案されてい
る（例えば、特許文献２など）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３１６２５７３号公報
【特許文献２】特開２０００－４９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ハンドル部の肉厚は歯ブラシの操作性を考慮して設定されており、あま
り厚く出来ないので、前記のようにハンドル部の表面側および裏面側の全域に合成ゴムや
熱可塑性エラストマーからなる滑止部を形成することは、芯材である熱可塑性樹脂の厚さ
を薄くしなければならず、ハンドル部の強度、剛性が低下するという問題がある。
【０００５】
　また、一般的には歯磨きにおける歯ブラシのハンドル部を把持する方法として、歯ブラ
シのハンドル部の首部側を親指と人差し指と中指とで鉛筆を持つように握るペングリップ
法と、歯ブラシのハンドル部の首部側に親指を添えて残りの指と掌とでハンドル部全体を
握るパームグリップ法との二つの方法が存在する。パームグリップ法でのしっかりした把
持には、比較的扁平なハンドル断面形状と親指のグリップ性の向上とが必要であり、ペン
グリップ法での微小な角度調整には、比較的厚肉なハンドル断面形状と親指、人差し指、
中指の指先のグリップ性の向上とが必要である。パームグリップ法とペングリップ法とで
は、歯ブラシを把持する位置が異なり、各方法での使い勝手を向上させる必要があるが、
それらを両立させることは難しく、特にペングリップ法での使い勝手を向上させた工夫は
従来の歯ブラシにおいて、ほとんどなされていない。そこで、どちらの方法を用いても操
作性の良い歯ブラシが望まれるところである。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、ハンドル部の曲げに対する強度および剛性を低下させる
ことなく歯磨き操作時の滑止め効果を十分に確保し、パームグリップ法およびペングリッ
プ法の双方における歯ブラシの操作性を向上させることが可能な歯ブラシを提供すること
である。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の態様に係る歯ブラシは、植毛部と首部とハンドル部とを有する歯ブラシであって
、前記ハンドル部は、合成樹脂材料製のハンドル基台と、前記ハンドル基台の表面上に略
段差なく滑らかに連なるエラストマー部とで構成されるとともに、前記ハンドル部の首部
側に位置する先端側腹部と先端側背部の左右には、傾斜面である先端側腹側面と先端側背
側面が設けられ、前記ハンドル部の首部側とは反対側の基端側に位置する基端側腹部およ
び基端側背部の左右には、傾斜面である基端側腹側面と基端側背側面が設けられ、前記エ
ラストマー部が、前記先端側腹部、前記先端側腹側面、前記先端側背側面、前記基端側腹
部、前記基端側背部、前記基端側腹側面、前記基端側背側面、および前記先端側腹部と前
記基端側腹部とを連通する連通部に設けられ、前記エラストマー部が設けられた前記先端
側腹部および前記ハンドル基台の前記先端側背部に凸部が形成され、前記エラストマー部
が設けられた前記先端側腹側面、前記先端側背側面、前記基端側腹側面および前記基端側
背側面は、前記ハンドル部の長手方向に延びる複数の凹条が形成されることを特徴とする
。
 
【０００８】
　第２の態様に係る歯ブラシは、第１の態様に係る歯ブラシであって、前記エラストマー
部の厚さが０．８～１．５ｍｍである。
 
【０００９】
　第３の態様に係る歯ブラシは、第１の態様または第２の態様に係る歯ブラシであって、
前記ハンドル部は、径方向の断面が略六角形状に形成される。
【００１０】
　第４の態様に係る歯ブラシは、第１の態様から第３の態様のいずれかの態様に係る歯ブ
ラシであって、前記合成樹脂材料が透明である。
【発明の効果】
【００１１】
　第１の態様に係る歯ブラシによれば、エラストマー部が設けられた先端側腹部およびハ
ンドル基台の先端側背部に、凸部が形成され、エラストマー部が設けられた先端側腹側面
、先端側背側面および基端側腹側面に、ハンドル基台の長手方向に延びる複数の凹条が形
成されているので、ペングリップ法やパームグリップ法等の持ち方に応じてハンドル部を
確実に把持することが可能となり、歯ブラシの操作性を一層向上することができる。また
、エラストマー部は、手指がハンドル部に接触する部分周辺に設けることで、熱可塑性エ
ラストマーの使用量を極力少なくしているので、合成樹脂材料製のハンドル基台の割合を
大きくすることができ、ハンドル部の強度、剛性の低下を抑制することが可能となる。
【００１２】
　第２の態様に係る歯ブラシによれば、ペングリップ法では、親指、人さし指および中指
でハンドル部の先端側を把持するので、歯磨き操作（ブラッシング操作）によって、ハン
ドル部の基端側が親指と人さし指との間でぶれやすくなるが、ハンドル部の基端側に設け
られたエラストマー部と、基端側腹側面および基端側背側面に形成された複数の凹条とに
よって、ハンドル部の基端側が親指と人さし指との間でフィットするので、安定した状態
で歯磨き操作を行うことが可能となる。また、先端側腹側面、先端側背側面に形成された
凹条によって、ペングリップ法でハンドル部を把持した場合における親指および人さし指
の滑りを防止する役割を果たすので、ペングリップ法における操作性を向上させることが
可能となる。さらに、先端側腹部および先端側背部に凸部が形成されているので、ペング
リップ法における中指の滑りを防止するとともにパームグリップ法における親指および人
さし指の滑りを防止する役割を果たすので、歯ブラシの操作性を向上させることが可能と
なる。
【００１３】
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　第３の態様に係る歯ブラシによれば、ハンドル部の径方向の断面が略六角形に形成され
るので持ちやすさを向上させることが可能となる。
【００１４】
　第４の態様に係る歯ブラシによれば、歯ブラシの外観を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態である歯ブラシの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態である歯ブラシの構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態である歯ブラシの構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態である歯ブラシの構成を示す図である。
【図５】ハンドル部を図２の切断面線Ｖ－Ｖから見た断面図である。
【図６】ハンドル部を図２の切断面線ＶＩ－ＶＩから見た断面図である。
【図７】ハンドル部を図２の切断面線ＶＩＩ－ＶＩＩから見た断面図である。
【図８】ハンドル部の径方向の断面の外形を説明するための図である。
【図９】本発明の実施形態である歯ブラシをペングリップ法で把持した状態を説明するた
めの図である。
【図１０】本発明の実施形態である歯ブラシをパームグリップ法で把持した状態を説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施形態を添付図面に基づき詳細に説明する。
【００１７】
　図１～４は、本発明の実施形態である歯ブラシ１の構成を示す図である。図１は、歯ブ
ラシ１の斜視図、図２（ａ）は、歯ブラシ１の正面図、図２（ｂ）は、歯ブラシ１の側面
図、図３は、歯ブラシ１の背面図、図４は、歯ブラシ１の縦（長手方向）断面図である。
図１～４に示すように、歯ブラシ１は、植毛部４と首部３とハンドル部２とを有する。植
毛部４は、植毛台７と毛束８を備える。ハンドル部２は、ハンドル基台５とエラストマー
部６とで構成される。
【００１８】
　植毛台７と首部３とハンドル基台５は、合成樹脂材料で一体成形されている。合成樹脂
材料としては、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、
ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、スチレン・アク
リロニトリル樹脂、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂、セルロースプロピオ
ネート、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリアリレート等の硬質の合成樹脂材
料を用いることが可能である。
【００１９】
　合成樹脂材料は、透明にすることによって、より歯ブラシの外観を向上させることがで
きる。「透明」とは、ハンドルに成形した状態で可視光の透過を認めることができること
を意味する。また、可視光を透過しない物質（例えば、ラメ、顔料など）を少量混合した
樹脂であっても、可視光を透過することができれば透明に該当する。透明合成樹脂として
は、特に、ＪＩＳ　Ｋ　７１０５の試験方法により測定した値が８０％以上である樹脂が
好ましい。透明の合成樹脂材料としては、ポリエチレンテテフタレート、ポリカーボネー
ト、スチレン・アクリルニトリル樹脂、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂、
セルロースプロピオネート、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリアリレート等
の合成樹脂材料を用いることが可能である。
【００２０】
　植毛部４の植毛台７には、例えば、一般的な略長方形状や略卵型等、公知の形状に形成
することができる。植毛台７には所定の配列で複数の植毛穴が形成されており、植毛穴に
毛束８が植設されている。
【００２１】
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　ハンドル部２は、合成樹脂材料製のハンドル基台５と、ハンドル基台５の表面上に略段
差なく滑らかに連なるエラストマー部６とで構成され、その途中部が腹側へ突出した緩や
かな湾曲状に形成される。また、ハンドル部２には、歯ブラシ１をフックなどに引っ掛け
るための貫通孔４０が設けられている。
【００２２】
　図５～８は、ハンドル部２の径方向の断面形状を説明するための図である。図５は、ハ
ンドル部２を図２の切断面線Ｖ－Ｖから見た断面図であり、図６は、切断面線ＶＩ－ＶＩ
から見た断面
図であり、図７は、図２の切断面線ＶＩＩ－ＶＩＩから見た断面図である。また、図８は
、ハン
ドル部２を図２の切断面線Ｖ－Ｖから見た断面の外形を示す概略図である。ハンドル部２
は、径
方向の断面が略六角形状に形成される。具体的には、ハンドル部２の首部側かつ植毛面側
に位置する先端側腹部２０の左右には、傾斜面である先端側腹側面２２，２３が設けられ
る。一方、ハンドル部２の首部側かつ先端側腹部２０の裏側に位置する先端側背部３０の
左右には、傾斜面である先端側背側面２６，２７が設けられる。したがって、ハンドル部
２の先端側においては、先端側腹部２０、先端側腹側面２２，２３、先端側背部３０、先
端側背側面２６，２７の六面により、径方向の断面が略六角形状に形成されている。また
、ハンドル部２の首部側とは反対側の基端側に位置する基端側腹部２１および基端側背部
３１の左右には、傾斜面である基端側腹側面２４，２５と基端側背側面２８，２９が設け
られる。したがって、ハンドル部２の基端側においては、先端側腹部２０、基端側腹側面
２４，２５、基端側背部３１、基端側背側面２８，２９の六面により、径方向の断面が略
六角形状に形成されている。歯ブラシ１は、ハンドル部２の周囲に６つの面を設けること
で、ハンドル部２を把持する指が回転することなく安定して把持することが可能となる。
従って、ハンドル部２の断面が略六角形に形成されることによって、ハンドル部２の持ち
やすさを向上させることが可能となる。特にペングリップ法で把持する場合は、親指、人
差し指、中指の３本で把持することになるが、親指、人差し指、中指に対してそれぞれハ
ンドル部２の周囲に設けられた面で支持することができる。
【００２３】
　図８に示すように、断面上において、先端側腹側面２２と先端側背側面２７とが接する
点を頂点３５とし、先端側腹側面２３と先端側背側面２６とが接する点を頂点３６とする
。先端側腹部２０上の頂点を頂点３７とし、先端側背部３０上の頂点を頂点３８とする。
また、頂点３５および頂点３６を結ぶ直線を直線３３とし、頂点３７と頂点３８とを結ぶ
直線を直線３４とする。直線３４の長さをａ、直線３３の長さをｂとすると、ａ：ｂの比
、すなわちハンドル部２の径方向の断面の縦横比が、１：１．３１０～１：１．３７５の
範囲であることが好ましい。パームグリップ法においては、径方向の断面の形状が正六角
形の場合（正六角形の縦横比１：１．１５５）、ハンドル部２が回転しやすく親指および
人さし指を安定して配置することが難しく、正六角形よりも少し扁平した形状のほうが操
作性が向上する。したがって、ａ：ｂの比において、ａが１に対してｂが１．３１０以上
となることが好ましい。一方、ペングリップ法においては、縦方向にある程度の高さを保
ちつつ先端側腹側面２２，２３が広いほうが親指および人さし指を安定して配置すること
ができて、操作性が向上するので、ａ：ｂの比において、ａが１に対してｂが１．３７５
以下となることが好ましい。また、直線３４において、直線３３と直線３４との交点から
先端側腹部２０の頂点３７までの長さをｃとし、直線３３と直線３４との交点から先端側
背部３０の頂点３８までの長さをｄとすると、操作性の向上のために、ｃ：ｄの比が、１
：１～１：０．７の範囲であることが好ましい。さらに、ハンドル部２の径方向の断面は
、頂点３７と頂点３８とを結ぶ直線３４に対して左右均等の形状をなしている。ハンドル
部２の径方向の断面の左右端である頂点３５および頂点３６の形状は、特にペングリップ
法での歯磨き時の回転操作における微小な角度調整を行いやすくするために、Ｒ処理され
て湾曲形状となっていることが望ましい。Ｒ処理面の半径の望ましい範囲は、３．５ｍｍ
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以上２．５ｍｍ以下である。
【００２４】
　エラストマー部６は、熱可塑性エラストマー材料で一体的に形成される。エラストマー
部６は、先端側腹部２０、先端側腹側面２２，２３、先端側背側面２６，２７、基端側腹
部２１、基端側背部３１、基端側腹側面２４．２５、基端側背側面２８，２９、および先
端側腹部２０と基端側腹部２１とを連通する連通部１５に設けられる。
【００２５】
　エラストマー部６は、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系熱可塑
性エラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラス
トマー、ポリアミド系熱可塑性エラストマー、１，２－ポリブタジエン系熱可塑性エラス
トマー、エチレン－酢酸ビニル系熱可塑性エラストマー、ポリ塩化ビニル系熱可塑性エラ
ストマー、天然エラストマー系熱可塑性エラストマー、ふっ素エラストマー系熱可塑性エ
ラストマー、トランス－ポリイソプレン系熱可塑性エラストマー、塩素化ポリエチレン系
熱可塑性エラストマー等のエラストマー材料を用いることが可能である。また、エラスト
マー部６の硬度は、デュロ硬度Ａが、４０以上９０以下の範囲が好ましく、４０以上９０
以下の範囲であれば、ペングリップ法で把持した場合に指先へのフィット感が良好となる
。また、より好ましい範囲は、４５以上８５以下、さらに好ましい範囲は、４５以上６５
以下である。
【００２６】
　エラストマー部６は、ハンドル基台５を図示しない金型にセットした状態で、背側から
環状凹部１４へ溶融させた熱可塑性エラストマー材料を加圧注入して、上述の先端側腹部
２０、先端側腹側面２２，２３、先端側背側面２６，２７、基端側腹部２１、基端側背部
３１、基端側腹側面２４．２５、基端側背側面２８，２９、および先端側腹部２０と基端
側腹部２１とを連通する連通部１５とに熱可塑性エラストマー材料を充填して固化させる
ことで、ハンドル基台５に対して一体的に設けたものである。エラストマー部６の厚さは
、０．５～２．０ｍｍの範囲内、好ましくは０．８～１．５ｍｍ程度に設定され、熱可塑
性エラストマー材料の使用量を極力少なくしつつ、溶融エラストマー材料の充填不良を防
止するように構成されている。図１～４に示すように、熱可塑性エラストマー材料を充填
することによって形成されたエラストマー部６は、ハンドル基台５の表面上に略段差なく
滑らかに連なっている。また、先端側腹部２０は、植毛部４の先端から７５～１１０ｍｍ
の位置に設けることが好ましく、８０～１０５ｍｍの位置に設けることがさらに好ましい
。
【００２７】
　さらに、歯磨き操作時における指の滑止めを目的として、エラストマー部６が設けられ
た先端側腹部２０には、凸部１７が、ハンドル基台５の先端側背部３０には凸部１８が形
成される。凸部１８は、ハンドル長手方向に対して並んでいる。凸部１７，１８の形状は
、○、□状の図形、文字等、どのような形状であってもよく、これらの形状が突出状に形
成される。突出の高さは、０．０５～１．０ｍｍが好ましく、０．１～０．５ｍｍがさら
に好ましい。
【００２８】
　また、エラストマー部６が設けられた先端側腹側面２２，２３、先端側背側面２６，２
７、基端側腹側面２４，２５および基端側背側面２８，２９は、ハンドル部２の長手方向
に向かって略平行に延びる複数の凹条２２ａ，２３ａ，２４ａ，２５ａ，２６ａ，２７ａ
，２８ａ，２９ａが形成される。
【００２９】
　次に、歯ブラシ１の作用について説明する。図９，１０は、歯磨きにおける歯ブラシの
ハンドル部を把持する一般的な方法であるペングリップ法およびパームグリップ法を説明
するための図である。図９は、歯ブラシ１をペングリップ法で把持した状態を示し、図１
０は、歯ブラシ１をパームグリップ法で把持した状態を示す。
【００３０】
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　図９に示すように、ペングリップ法は、歯ブラシ１のハンドル部２の首部側を親指と人
差し指と中指とで鉛筆を持つように握る方法である。また、図１０に示すように、パーム
グリップ法は、歯ブラシ１のハンドル部２の首部側に親指を添えて残りの指と掌とでハン
ドル部２の全体を握る方法である。
【００３１】
　図９に示すように、ペングリップでハンドル部２を把持した場合には、親指と人指し指
とが先端側腹側面２２，２３に配置され、中指が先端側背部３０に配置される。そして、
親指と人指し指とが凹条２２ａ，２３ａに接触し、中指が先端側背部３０には凸部１８に
接触することになる。また、ペングリップでハンドル部２を把持して歯磨き操作を行う場
合における微妙に毛先を回転させる動作、具体的には、歯面に対する歯ブラシの毛先の角
度を調整する動作においては、中指が先端側背側面２６の凹条２６ａ、先端側背部３０の
凸部１８、先端側背側面２７の凹条２７ａに接触することになる。ハンドル部２の長手方
向に向かって略平行に延びる複数の凹条２２ａ，２３ａ，２６ａ，２７ａにより、ペング
リップでハンドル部２を把持して歯磨き操作を行う場合における微妙に毛先を回転させる
動作において、所望の位置で指を容易に止めることができ、ペングリップ法で把持した場
合の操作性を向上させることが可能となる。先端側腹側面２２，２３、先端側背側面２６
，２７、基端側腹側面２４，２５および基端側背側面２８，２９等の側面部に凹条を設置
したのは、ペングリップ法ではこれらの側面部は比較的弱い力によって親指、人差し指、
中指で把持されるからであり、これらの側面部に凸部を設置すると、凸部の出っ張り部分
だけが指に接触することになり、微妙に毛先を回転させる動作がやりにくくなるからであ
る。
【００３２】
　また、図１０に示すように、パームグリップでハンドル部２を把持した場合には、親指
が先端側腹部２０に配置され、人指し指が先端側背部３０および先端側背側面２６，２７
に配置され、小指および薬指が基端側腹部２１、基端側背部３１、基端側腹側面２４．２
５、および基端側背側面２８，２９に配置される。そして、親指が凸部１７に接触し、人
指し指が凸部１８および凹条２６ａ，２７ａに接触し、小指および薬指が凹条２４ａ，２
５ａ，２８ａ，２９ａに接触することになる。凸部１７，１８が形成されることによって
、パームグリップでハンドル部２を把持した場合において、凸部１７が親指の滑りを防止
する役割を果たし、凸部１８が中指の滑りを防止する役割を果たすので、操作性を向上さ
せることが可能となる。パームグリップ法では、比較的力を掛けて先端側腹部２０に親指
を押し当てて、先端側腹部２０および先端側背部３０を包み込む形で把持するが、先端側
腹部２０および先端側背部３０に凸部が備えられることで、指に凸部がフィットして歯磨
き操作時に強いグリップ力を発揮させることが可能となる。
【００３３】
　本発明の歯ブラシ１によれば、エラストマー部６が設けられた先端側腹部２０およびハ
ンドル基台５の先端側背部３０に、凸部１７，１８が形成され、エラストマー部６が設け
られた先端側腹側面２２，２３、先端側背側面２６，２７、基端側腹側面２４，２５、お
よび基端側背側面２８，２９に、ハンドル基台の長手方向に延びる複数の凹条２２ａ，２
３ａ，２４ａ，２５ａ，２６ａ，２７ａ，２８ａ，２９ａが形成されているので、パーム
グリップ法やペングリップ法等の持ち方に応じてハンドル部２を確実に把持することが可
能となり、歯ブラシ１の操作性を一層向上することができる。
【００３４】
　また、上述のように、エラストマー部６を必要な部分のみに形成してあることから、ハ
ンドル部２に使用する熱可塑性エラストマー材料の割合を低くして、歯ブラシ１の製作コ
ストを低減出来るとともに、ハンドル部２におけるエラストマー部６の割合が少なくなる
のでハンドル部２の強度および剛性の低下を抑制することが可能となる。さらに、温度低
下が緩やかな熱可塑性エラストマー材料が少なくて済むことから、歯ブラシ１の成形時間
を短縮することが可能となる。
【００３５】
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　次に、本発明の歯ブラシ１に対して行ったパネラー試験について説明する。歯ブラシ１
である実施例をパームグリップ法とペングリップ法とにより実際に歯磨き行為を行ったと
きの官能評価を行った。評価は２４名（男１５名、女９名；平均年齢４０．６歳）に対し
て行い、７段階（１～７点）の絶対評価とした。評価では、（１）持ちやすさ、（２）パ
ームグリップ法での持ち手の反対側の歯牙の磨きやすさ、（３）パームグリップ法での持
ち手と同じ側の歯牙の磨きやすさ、（４）ペングリップ法での持ち手の反対側の歯牙の磨
きやすさ、（５）ペングリップ法での持ち手と同じ側の歯牙の磨きやすさ、（６）歯磨き
部位に応じてハンドルを持ち替えるときの持ち替えやすさ、の各項目に対する点数の平均
値を求めた。そして、パネラー試験において表１のような結果が得られた。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　表１に示す試験結果から、実施品は、（１）持ちやすさ、（２）パームグリップ法での
持ち手の反対側の歯牙の磨きやすさ、（３）パームグリップ法での持ち手と同じ側の歯牙
の磨きやすさ、（４）ペングリップ法での持ち手の反対側の歯牙の磨きやすさ、（５）ペ
ングリップ法での持ち手と同じ側の歯牙の磨きやすさ、（６）歯磨き部位に応じてハンド
ルを持ち替えるときの持ち替えやすさ、の全項目について良好な結果が得られ、特に、ペ
ングリップ法での歯牙の磨きやすさ、および持ちやすさにおいて良好な結果が得られた。
【００３８】
　なお、上記実施形態ならびに変形例で説明した構成は、矛盾が生じない限り適宜一部の
構成を入れ換えてもよい。これらの変形例によっても、前記実施の形態と同様の効果を、
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【符号の説明】
【００３９】
　１　歯ブラシ
　２　ハンドル部
　３　首部
　４　植毛部
　５　ハンドル基台
　６　エラストマー部
　７　植毛台
　６　エラストマー部
　８　毛束
　１５　連通部
　１７，１８　凸部
　２０　先端側腹部
　２１　基端側腹部
　２２，２３　先端側腹側面
　２４，２５　基端側腹側面
　２６，２７　先端側背側面
　２８，２９　基端側背側面
　２２ａ，２３ａ，２４ａ，２５ａ，２６ａ，２７ａ，２８ａ，２９ａ　凹条
　３０　先端側背部
　３１　基端側背部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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